
《届出の手続きについて》 

■ 届出の必要な行為 

当地区で次の行為を行う場合は、建築確認申請の許可を問わず工事着手の３０日前までに栄町

長宛に届出が必要です。 

行   為 内         容 

土地の区画形質の変更 切土、盛土、道路・宅地の造成、区画の分合筆等をいいます。 

建築物の建築 

１．『建築物』には、車庫、物置等も含まれます。 

２．『建築』とは、新築、増築、改築、移転、修繕(地区計画の 

内容の「建築物等に関する事項」のうち、原形と異なる行為を

行うこと)等のことをいいます。 

工作物の建設 
かき又はさく等の新設、改修、工作物にあたる駐車場の新設、増

設、改修等をいいます。 

建築物等の用途及び意匠

の変更 

専用住宅を店舗併用住宅に変更するなどの用途の変更及び建築

物の壁の塗装等の意匠の変更をいいます。 

（※届出が必要かどうか判断が難しいときには、お問い合わせください。 

注意：建築確認申請を必要としない１０㎡未満の建築行為、付属建築物である車庫、物置等の設

置、かき、さくの新設及び改修についても届出が必要になります。 

 

■ 届出書に必要な添付書類 

行為の種類 図 面 縮 尺 備        考 

① 

土地の区画 

形質の変更 

案内図 1/2,500 以上 方位、道路及び目標となる地物を表示 

区域図 1/2,500 以上 当該土地の区域及び周辺の公共施設を表示 

設計図 1/100 以上 造成計画平面図・構造図・断面図等 

② 

建築物の建築 

工作物の建設 

案内図 1/2,500 以上 ①に同じ 

配置図 1/100 以上 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示 

立面図 1/100 以上 各方位面 

平面図 1/100 以上 各階のものを表示（工作物の場合は不要） 

③ 

建築物等の 

用途の変更 

案内図 1/2,500 以上 ①に同じ 

配置図 1/100 以上 ②に同じ 

平面図 1/100 以上 各階の変更内容を表示 

④  

建築物等の 

形態・意匠 

の変更 

案内図 1/2,500 以上 ①に同じ 

配置図 1/100 以上 ②に同じ 

立面図 1/100 以上 各方位面の変更内容を表示 

⑤ 

木竹の伐採 
案内図 1/2,500 以上 ①に同じ 

平面図 1/100 以上 区域内の植生並びに伐採の範囲を表示 

※ 必要に応じて、その他参考となるべき事項を記載した図面を添付していただく場合もありま

す。 



■ 届出方法 

 ○届出書類（２部） 

  ①地区計画の区域内における行為の届出書（別紙） 

  ②図面（別紙「届出書に必要な添付書類」参照） 

  ③委任状（本人以外の者が届出する場合のみ） 

 

 ○届出時期 

  工事着手の３０日前まで 

 

 ○届出先 

  栄町役場 まちづくり課 まちづくり班 〒270－1592 栄町安食台一丁目２番 

                     ℡ ０４７６（３３）７７１９ 


